
条 49

第 26 号 議 案

　長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。

　　令  和  6  年  2  月  20  日

長 崎 県 知 事　　大　　　石　　　賢　　　吾

長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例

　（長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第 1 条　長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第63号。附則において「居宅サービス等基準条例」

という。）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（管理者）

第 7 条　指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従

事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（掲示）

第 34条　指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事

　（管理者）

第 7 条　指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。

　（掲示）

第 34条　指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。



　項」という。）を掲示しなければならない。

2  　指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることに

より、前項の規定による掲示に代えることができる。

3  　指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。

　（管理者）

第 44条　基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他

の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。

　（管理者）

第 50条　指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪

問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業

所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。

　（管理者）

第 61条　基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準

該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入

浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。

　（管理者）

第 101条　指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に

2  　指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定

訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

　（管理者）

第 44条　基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他

の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。

　（管理者）

第 50条　指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪

問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業

所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。

　（管理者）

第 61条　基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準

該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入

浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事することができるものとする。

　（管理者）

第 101条　指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に
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　 従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（管理者）

第 133条　基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置か

なければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（管理者）

第 149条　指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短

期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。

　（指定短期入所生活介護の取扱方針）

第 155条　略

2 ～ 5 　略

6  　指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。

　 　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を 3 月に 1 回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。

　　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　 　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

　 従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。

　（管理者）

第 133条　基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置か

なければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（管理者）

第 149条　指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短

期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（指定短期入所生活介護の取扱方針）

第 155条　略

2 ～ 5 　略



　　 を定期的に実施すること。

7 　略

　（ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置）

第 166条の 2 　指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事

業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向

上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所にお

ける利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。

　（指定短期入所生活介護の取扱方針）

第174条　略

2 ～ 7 　略

8  　ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

　 　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を 3 月に 1 回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。

　　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　 　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

9 　略

　（勤務体制の確保等）

第179条　略

2 ～ 4 　略

6 　略

　（指定短期入所生活介護の取扱方針）

第174条　略

2 ～ 7 　略

8 　略

　（勤務体制の確保等）

第179条　略

2 ～ 4 　略
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5  　ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の

管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 　略

　（管理者）

第 184条　基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事

業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基

準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施

設等の職務に従事することができるものとする。

　（従業者）

第 190条　指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介

護事業者」という。）が、当該事業を行う次に掲げる事業所（以下「指定短

期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所療養介護の

提供に当たる従業者（以下「短期入所療養介護従業者」という。）の員数、

その算定方法等の基準は、規則で定める。

　　略

　 　療養病床（医療法第 7 条第 2 項第 4 号に規定する療養病床をいう。以

下同じ。）を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所

　�　診療所（前号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事

業所

5 　略

　（管理者）

第 184条　基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事

業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基

準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（従業者）

第 190条　指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介

護事業者」という。）が、当該事業を行う次に掲げる事業所（以下「指定短

期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所療養介護の

提供に当たる従業者（以下「短期入所療養介護従業者」という。）の員数、

その算定方法等の基準は、規則で定める。

　　略

　 　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130

条の 2 第 1 項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26

条の規定による改正前の法（以下「平成18年旧介護保険法」という。）第

48条第 1 項第 3 号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護

療養型医療施設」という。）である指定短期入所療養介護事業所

　 　療養病床（医療法第 7 条第 2 項第 4 号に規定する療養病床をいう。以

下同じ。）を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）であ

る指定短期入所療養介護事業所

　�　診療所（前 2 号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護

事業所



　　略

　（設備）

第 191条　指定短期入所療養介護事業所は、利用者が円滑に利用できるものと

するよう努めることとし、次に掲げる指定短期入所療養介護事業所の設備

に関する基準は、規則で定める。

　　略

　　療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所

　及び　略

　（対象者）

第 192条　指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状

により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は

利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に

入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医

療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療

院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介

護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

　（指定短期入所療養介護の取扱方針）

第194条　略

2 ～ 5 　略

6  　指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

　　略

　（設備）

第 191条　指定短期入所療養介護事業所は、利用者が円滑に利用できるものと

するよう努めることとし、次に掲げる指定短期入所療養介護事業所の設備

に関する基準は、規則で定める。

　　略

　　指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所

　 　療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるも

のを除く。）である指定短期入所療養介護事業所

　及び　略

　（対象者）

第 192条　指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状

により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は

利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に

入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医

療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療

院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護

を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一

部を改正する法律附則第130条の 2 第 1 項の規定によりなおその効力を有

するものとされた介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第 4 条第 2  

項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）において指定

短期入所療養介護を提供するものとする。

　（指定短期入所療養介護の取扱方針）

第194条　略

2 ～ 5 　略
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　に掲げる措置を講じなければならない。

　 　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を 3 月に 1 回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。

　　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　 　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

7 　略

　（準用）

第 204条　第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27

条、第32条の 2 、第34条、第35条、第37条から第41条まで（第39条第 2 項

を除く。）、第56条、第108条、第110条、第144条、第152条、第153条第 2

項、第166条及び第166条の 2 の規定は、指定短期入所療養介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第32条の 2 第 2 項及び第34条第 1 項中

「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第108条第

3 項及び第 4 項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業

者」と、第152条第 1 項中「第164条」とあるのは「第201条」と、「短期入

所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替える

ものとする。

　（設備）

第 207条　ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット

型指定短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う次に掲げる事

業所（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。）は、利用

者が円滑に利用できるものとするよう努めることとし、ユニット型指定短

期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、規則で定める。

6 　略

　（準用）

第 204条　第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27

条、第32条の 2 、第34条、第35条、第37条から第41条まで（第39条第 2 項

を除く。）、第56条、第108条、第110条、第144条、第152条、第153条第 2 項

及び第166条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。こ

の場合において、第32条の 2 第 2 項及び第34条第 1 項中「訪問介護員等」

とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第108条第 3 項及び第 4 項中

「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第152条第

1 項中「第164条」とあるのは「第201条」と、「短期入所生活介護従業者」

とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

　（設備）

第 207条　ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット

型指定短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う次に掲げる事

業所（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。）は、利用

者が円滑に利用できるものとするよう努めることとし、ユニット型指定短

期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、規則で定める。



　　略

　～　略

　（指定短期入所療養介護の取扱方針）

第209条　略

2 ～ 7 　略

8  　ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

　 　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を 3 月に 1 回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。

　　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　 　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

9 　略

　（勤務体制の確保等）

第214条　略

2 ～ 4 　略

5  　ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の

管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 　略

　（管理者）

第 219条　指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専ら

その職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施

　　略

　 　指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業

所

　～　略

　（指定短期入所療養介護の取扱方針）

第209条　略

2 ～ 7 　略

8 　略

　（勤務体制の確保等）

第214条　略

2 ～ 4 　略

5 　略

　（管理者）

第 219条　指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専ら

その職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施

条 56



条 57

　 設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（口腔
くう

衛生の管理）

第 228条の 2 　指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔
くう

の健康の

保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔
くう

衛生の管理

体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的に行わな

ければならない。

　（協力医療機関等）

第234条　略

2  　指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定める

ように努めなければならない。

　 　利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を常時確保していること。

　 　当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において、診療を行う体制を常時確保していること。

3  　指定特定施設入居者生活介護事業者は、 1 年に 1 回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協

力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。

4  　指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6 条第17項に規定す

る第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」と

いう。）との間で、新興感染症（同条第 7 項に規定する新型インフルエンザ

等感染症、同条第 8 項に規定する指定感染症又は同条第 9 項に規定する新

感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

　 設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。

　（協力医療機関等）

第234条　略



　努めなければならない。

5  　指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6  　指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関に入院し

た後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるように努め

なければならない。

7 　略

　（準用）

第 237条　第12条、第13条、第22条、第27条、第32条の 2 、第34条から第36条

まで、第37条、第38条、第40条から第41条まで、第55条、第56条、第110

条、第111条、第159条及び第166条の 2 の規定は、指定特定施設入居者生活

介護の事業について準用する。この場合において、第32条の 2 第 2 項及び

第34条第 1 項中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第55

条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替える

ものとする。

　（管理者）

第 241条　外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特

定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。た

だし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設におけ

る他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。

　（管理者）

第 251条　指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福

2 　略

　（準用）

第 237条　第12条、第13条、第22条、第27条、第32条の 2 、第34条から第36条

まで、第37条、第38条、第40条から第41条まで、第55条、第56条、第110

条、第111条及び第159条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第32条の 2 第 2 項及び第34条第 1 項

中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第55条中「訪問入

浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

　（管理者）

第 241条　外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特

定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。た

だし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設におけ

る他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。

　（管理者）

第 251条　指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福

条 58



条 59

　 祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業

所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。

　（福祉用具貸与計画の作成）

第 256条　福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれ

ている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下こ

の条において「モニタリング」という。）を行う時期等を記載した福祉用具

貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用

具販売の利用があるときは、第274条第 1 項に規定する特定福祉用具販売計

画と一体のものとして作成されなければならない。

2 ～ 4 　略

5  　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行

うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当

たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から 6 月以内

に少なくとも 1 回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を

行うものとする。

6  　福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサー

ビスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護事業者に報告

しなければならない。

7  　福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当

該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

8 　略

　（掲示及び目録の備え付け）

第 261条　指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の

　 祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業

所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。

　（福祉用具貸与計画の作成）

第 256条　福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれ

ている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなけれ

ばならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるとき

は、第274条第 1 項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作

成されなければならない。

2 ～ 4 　略

5  　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与

計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更

を行うものとする。

6 　略

　（掲示及び目録の備え付け）

第 261条　指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の



　 概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければならな

い。

2  　指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉用

具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させ

ることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3  　指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

載しなければならない。

4 　略

　（準用）

第 263条　第 9 条から第20条まで、第22条、第27条、第32条の 2 、第35条、第

36条、第37条から第41条まで、第56条並びに第108条第 1 項、第 2 項及び

第 4 項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合に

おいて、第 9 条第 1 項中「第30条」とあるのは「第257条」と、同項及び

第32条の 2 第 2 項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具

の種目」と、第15条第 2 項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は

助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問

時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第20条第 1 項中「提供日及び内

容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第22

条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第108条第 2 項中「処遇」とあ

るのは「サービス利用」と、同条第 4 項中「通所介護従業者」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

　（準用）

第 265条　第 9 条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第27条、

第32条の 2 、第35条、第36条、第37条から第41条まで、第56条、第108条

　 概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。

2  　指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該

指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 　略

　（準用）

第 263条　第 9 条から第20条まで、第22条、第27条、第32条の 2 、第35条、第

36条、第37条から第41条まで、第56条並びに第108条第 1 項、第 2 項及び

第 4 項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合に

おいて、第 9 条第 1 項中「第30条」とあるのは「第257条」と、同項及び

第32条の 2 第 2 項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具

の種目」と、第15条第 2 項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は

助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問

時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第20条第 1 項中「提供日及び内

容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第22

条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第108条第 1 項、第 2 項及び第

4 項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第

2 項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。

　（準用）

第 265条　第 9 条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第27条、

第32条の 2 、第35条、第36条、第37条から第41条まで、第56条、第108条

条 60



条 61

　 第 1 項、第 2 項及び第 4 項、第249条、第251条、第252条並びに前節（第

253条第 1 項及び第263条を除く。）の規定は、基準該当福祉用具貸与の事

業に準用する。この場合において、第 9 条第 1 項中「第30条」とあるのは

「第257条」と、同項及び第32条の 2 第 2 項中「訪問介護員等」とあるの

は「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下

同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第15条第 2 項中「適切な指導」と

あるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるの

は「従業者」と、第20条第 1 項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護に

ついて法第41条第 6 項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介

護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」

と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とある

のは「基準該当福祉用具貸与」と、第108条第 2 項中「処遇」とあるのは

「サービス利用」と、同条第 4 項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉

用具専門相談員」と、第253条第 2 項中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第 3

項中「前 2 項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

　（管理者）

第 268条　指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特

定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。

　（特定福祉用具販売計画の作成）

第274条　略

2 ～ 4 　略

　 第 1 項、第 2 項及び第 4 項、第249条、第251条、第252条並びに前節（第

253条第 1 項及び第263条を除く。）の規定は、基準該当福祉用具貸与の事

業に準用する。この場合において、第 9 条第 1 項中「第30条」とあるのは

「第257条」と、同項及び第32条の 2 第 2 項中「訪問介護員等」とあるの

は「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下

同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第15条第 2 項中「適切な指導」と

あるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるの

は「従業者」と、第20条第 1 項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護に

ついて法第41条第 6 項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介

護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」

と、第22条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とある

のは「基準該当福祉用具貸与」と、第108条第 1 項、第 2 項及び第 4 項中

「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第 2 項中

「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第253条第 2 項中「法定代理受

領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用

具貸与」と、同条第 3 項中「前 2 項」とあるのは「前項」と読み替えるも

のとする。

　（管理者）

第 268条　指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特

定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（特定福祉用具販売計画の作成）

第274条　略

2 ～ 4 　略



5  　福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提

供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売

計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

　（準用）

第 276条　第9条から第15条まで、第17条から第19条まで、第27条、第32条の

2 、第33条、第35条、第36条、第37条から第41条まで、第56条、第108条第

1 項、第 2 項及び第 4 項、第254条、第257条から第259条まで並びに第261

条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合に

おいて、第 9 条第 1 項中「第30条」とあるのは「第276条において準用する

第257条」と、同項及び第32条の 2 第 2 項中「訪問介護員等」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同

じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第15条第 2 項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とある

のは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第

33条第 1 項中「訪問介護員等」とあるのは「従業員」と、第108条第 2 項

中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第 4 項中「通所介護従業

者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第254条第 2 項中「福祉用具」

とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与しなければ」とあるのは「販売しな

ければ」と、同条第 3 項中「福祉用具貸与」とあるのは「福祉用具販売」

と、第258条及び第259条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読

み替えるものとする。

　（準用）

第 276条　第 9 条から第15条まで、第17条から第19条まで、第27条、第32条の

2 、第33条、第35条、第36条、第37条から第41条まで、第56条、第108条第

1 項、第 2 項及び第 4 項、第254条、第257条から第259条まで並びに第261

条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合に

おいて、第 9 条第 1 項中「第30条」とあるのは「第276条において準用する

第257条」と、同項及び第32条の 2 第 2 項中「訪問介護員等」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同

じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第15条第 2 項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とある

のは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第

33条第 1 項中「訪問介護員等」とあるのは「従業員」と、第108条第 1 項、

第 2 項及び第 4 項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談

員」と、同条第 2 項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第254条

第 2 項中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与しなければ」

とあるのは「販売しなければ」と、同条第 3 項中「福祉用具貸与」とある

のは「福祉用具販売」と、第258条及び第259条中「福祉用具」とあるのは

「特定福祉用具」と読み替えるものとする。

第 2 条　長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（管理者） 　（管理者）

条 62



条 63

第 66条　指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪

問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステー

ションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。

2 及び 3 　略

　（従業者）

第81条　略

2 　略

3  　指定訪問リハビリテーション事業所が法第72条第 1 項の規定により法第

41条第 1 項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介

護医療院である場合については、長崎県介護老人保健施設の人員、施設及

び設備並びに運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第66号。以下

「介護老人保健施設条例」という。）第 4 条又は長崎県介護医療院の人員、

施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成30年長崎県条例第18

号。以下「介護医療院条例」という。）第 4 条に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。

4  　指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業者（予防条例第80条第 1 項に規定する指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指

定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション

（予防条例第79条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、予防条例第80条第 1 項から第 3 項までに規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前 3 項に規定する基準を満たしている

第 66条　指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪

問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステー

ションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。

2 及び 3 　略

　（従業者）

第81条　略

2 　略

3  　指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業者（予防条例第80条第 1 項に規定する指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指

定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション

（予防条例第79条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、予防条例第80条第 1 項に規定する人員に関する基準を満

たすことをもって、前 2 項に規定する基準を満たしているものとみなすこ



　 ものとみなすことができる。

　（訪問リハビリテーション計画の作成）

第86条　略

2 及び 3 　略

4  　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーショ

ンを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーショ

ン計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション

実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握

しなければならない。

5 　略

6  　指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事

業者（第137条第 1 項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をい

う。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通

じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関す

る情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテー

ションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供内容につ

いて整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合について

は、第141条第 1 項から第 5 項までに規定する運営に関する基準を満たすこ

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。

　（通所リハビリテーション計画の作成）

第141条　略

2 及び 3 　略

4  　医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院

した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該

医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者

　 とができる。

　（訪問リハビリテーション計画の作成）

第86条　略

2 及び 3 　略

4 　略

5  　指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事

業者（第137条第 1 項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をい

う。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通

じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関す

る情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテー

ションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供内容につ

いて整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合について

は、第141条第 1 項から第 4 項までに規定する運営に関する基準を満たすこ

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。

　（通所リハビリテーション計画の作成）

第141条　略

2 及び 3 　略

条 64



条 65

　 に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

5 及び 6 　略

7  　指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業

者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した

場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及び

その置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテー

ション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビ

リテーションの提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション

計画を作成した場合については、第86条第 1 項から第 5 項までに規定する

運営に関する基準を満たすことをもって、第 1 項から第 5 項までに規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。

4 及び 5 　略

6  　指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業

者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医師が参加した

場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及び

その置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテー

ション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビ

リテーションの提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション

計画を作成した場合については、第86条第 1 項から第 4 項までに規定する

運営に関する基準を満たすことをもって、第 1 項から第 4 項までに規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。

　（ 長崎県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条

例の一部改正）

第 3 条　長崎県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関す

る条例（平成24年長崎県条例第64号。附則において「介護予防サービス等基準条例」という。）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（管理者）

第 50条　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（掲示）

　（管理者）

第 50条　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。

　（掲示）



第 55条の 4 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介

護事業所の見やすい場所に、第55条に規定する重要事項に関する規程の概

要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重

要事項」という。）を掲示しなければならない。

2  　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指

定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることがで

きる。

3  　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサ

イトに掲載しなければならない。

　（管理者）

第 61条　基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入

浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならな

い。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又

は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（管理者）

第 131条　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生

活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（身体的拘束等の禁止）

第 55条の 4 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介

護事業所の見やすい場所に、第55条に規定する重要事項に関する規程の概

要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2  　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書

面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。

　（管理者）

第 61条　基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入

浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならな

い。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又

は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。

　（管理者）

第 131条　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生

活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。

　（身体的拘束等の禁止）

条 66



条 67

第 137条　略

2 　略

3  　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。

　 　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を 3 月に 1 回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。

　　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　 　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

　（定員の遵守）

第140条　略

2  　利用者の状況及び利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基

準第 2 条第 1 項に規定する担当職員及び同条第 2 項に規定する介護支援専

門員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認め

た者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介

護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利

用者等の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同

項に規定する利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生

活介護を行うことができるものとする。

　（ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置）

第 141条の 2 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短

期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ

の他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短

第 137条　略

2 　略

　（定員の遵守）

第140条　略

2  　利用者の状況及び利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基

準第 2 条に規定する担当職員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を

受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置

付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であっ

て、当該利用者及び他の利用者等の処遇に支障がない場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、前項に規定する利用者数を超えて、静養室におい

て指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。



　 期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなけれ

ばならない。

　（勤務体制の確保等）

第158条　略

2 ～ 4 　略

5  　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット

型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 　略

　（管理者）

第 168条　基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短

期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の

職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。

　（従業者）

第 174条　指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予

防短期入所療養介護事業者」という。）が、当該事業を行う次に掲げる事業

所（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべ

き指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防

短期入所療養介護従業者」という。）の員数、その算定方法等は、規則で定

める。

　　略 

　（勤務体制の確保等）

第158条　略

2 ～ 4 　略

5 　略

　（管理者）

第 168条　基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短

期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。

　（従業者）

第 174条　指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予

防短期入所療養介護事業者」という。）が、当該事業を行う次に掲げる事業

所（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべ

き指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防

短期入所療養介護従業者」という。）の員数、その算定方法等は、規則で定

める。

　　略

　 　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130

条 68



条 69

　 　療養病床（医療法第 7 条第 2 項第 4 号に規定する療養病床をいう。以

下同じ。）を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護

事業所

　 　診療所（前号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所療

養介護事業所

　　略

2 　略

　（設備）

第 175条　指定介護予防短期入所療養介護事業所は、利用者が円滑に利用でき

るものとするよう努めることとし、次に掲げる指定介護予防短期入所療養

介護事業所ごとの設備に関する基準は、規則で定める。

　　略

　 　療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介

護事業所

　　略

　　介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所

　（対象者）

第 176条　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若し

くは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由によ

り、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練そ

の他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若し

　　 条の 2 第 1 項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26

条の規定による改正前の法第48条第 1 項第 3 号に規定する指定介護療養

型医療施設（以下「指定介護療養型医療施設」という。）である指定介護

予防短期入所療養介護事業所

　 　療養病床（医療法第 7 条第 2 項第 4 号に規定する療養病床をいう。以

下同じ。）を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）であ

る指定介護予防短期入所療養介護事業所

　 　診療所（前 2 号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所

療養介護事業所

　　略

2 　略

　（設備）

第 175条　指定介護予防短期入所療養介護事業所は、利用者が円滑に利用でき

るものとするよう努めることとし、次に掲げる指定介護予防短期入所療養

介護事業所ごとの設備に関する基準は、規則で定める。

　　略 

　　指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所

　 　療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるも

のを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所

　　略 

　（対象者）

第 176条　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若し

くは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由によ

り、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練そ

の他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若し



　 くは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介

護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短期入所療

養介護を提供するものとする。

　（身体的拘束等の禁止）

第178条　略

2 　略

3  　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。

　 　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を 3 月に 1 回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。

　　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　 　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

　（準用）

第 182条　第51条の 3 から第51条の 7 まで、第51条の 9 、第51条の10、第51

条 の13、 第52条 の 2 、 第52条 の 3 、 第54条、 第55条 の 2 の 2 、 第55条 の

4 、第55条の 5 、第55条の 7 から第55条の11まで（第55条の 9 第 2 項を除

く。）、第121条の 2 、第121条の 4 、第122条、第134条、第135条第 2 項、第

141条及び第141条の 2 の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第55条の 2 の 2 第 2 項及び第55条の

4 第 1 項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入

　 くは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定介護

予防短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病

棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の 2 第 1 項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた政令第 4 条第 2 項に規定する病床に

より構成される病棟をいう。以下同じ。）において指定介護予防短期入所療

養介護を提供するものとする。

　（身体的拘束等の禁止）

第178条　略

2 　略

　（準用）

第 182条　第51条の 3 から第51条の 7 まで、第51条の 9 、第51条の10、第51

条 の13、 第52条 の 2 、 第52条 の 3 、 第54条、 第55条 の 2 の 2 、 第55条 の

4 、第55条の 5 、第55条の 7 から第55条の11まで（第55条の 9 第 2 項を除

く。）、第121条の 2 、第121条の 4 、第122条、第134条、第135条第 2 項及

び第141条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用

する。この場合において、第55条の 2 の 2 第 2 項及び第55条の 4 第 1 項中

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護

条 70
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　 所療養介護従業者」と、第55条の 4 第 1 項中「第55条」とあるのは「第179

条」と、第121条の 2 第 3 項及び第 4 項中「介護予防通所リハビリテーショ

ン従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第134条第

1 項中「第139条」とあるのは「第179条」と、「介護予防短期入所生活介護

従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるも

のとする。

　（設備）

第 192条　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下

「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業

を行う次に掲げる事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業所」という。）は、利用者が円滑に利用できるものとするよう努める

こととし、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関す

る基準は、規則で定める。

　　略

　及び　略

　　介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所

　（勤務体制の確保等）

第195条　略

2 ～ 4 　略

5  　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット

型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 　略

　（管理者）

第 205条　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定

　 従業者」と、第55条の 4 第 1 項中「第55条」とあるのは「第179条」と、第

121条の 2 第 3 項及び第 4 項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」

とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第134条第 1 項中「第

139条」とあるのは「第179条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」と

あるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

　（設備）

第 192条　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下

「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業

を行う次に掲げる事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業所」という。）は、利用者が円滑に利用できるものとするよう努める

こととし、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関す

る基準は、規則で定める。

　　略

　 　指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業所

　及び　略

　（勤務体制の確保等）

第195条　略

2 ～ 4 　略

5 　略

　（管理者）

第 205条　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定



　 施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防

特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。

　（口腔
くう

衛生の管理）

第 211条の 2 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔
くう

の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔
くう

衛

生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的

に行わなければならない。

　（協力医療機関等）

第215条　略

2  　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関

を定めるように努めなければならない。

　 　利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を常時確保していること。

　 　当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

3  　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、 1 年に 1 回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとと

もに、協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。

4  　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6 条第17項

に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療

機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7 項に規定する新型インフ

ルエンザ等感染症、同条第 8 項に規定する指定感染症又は同条第 9 項に規

　 施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防

特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。

　（協力医療機関等）

第215条　略
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　 定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決め

るように努めなければならない。

5  　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関と

の間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならな

い。

6  　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可

能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入

居させることができるように努めなければならない。

7 　略

　（準用）

第 218条　第51条の 5 、第51条の 6 、第52条の 2 から第54条まで、第55条の 2

の 2 、第55条の 4 から第55条の 8 まで、第55条の10から第55条の11まで、

第121条の 4 、第140条の 2 及び第141条の 2 の規定は、指定介護予防特定施

設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第53条、

第55条の 2 の 2 第 2 項及び第55条の 4 第 1 項中「介護予防訪問入浴介護従

業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、同項中「第55条」とあ

るのは「第213条」と読み替えるものとする。

　（管理者）

第 229条　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（準用）

2 　略

　（準用）

第 218条　第51条の 5 、第51条の 6 、第52条の 2 から第54条まで、第55条の 2

の 2 、第55条の 4 から第55条の11まで（第55条の 9 第 2 項を除く。）、第121

条の 4 及び第140条の 2 の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護

の事業について準用する。この場合において、第53条、第55条の 2 の 2 第

2 項及び第55条の 4 第 1 項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「介護予防特定施設従業者」と、同項中「第55条」とあるのは「第213条」

と読み替えるものとする。

　（管理者）

第 229条　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（準用）



第 235条　第51条の 5 、第51条の 6 、第52条の 2 から第54条まで、第55条の 2

の 2 、第55条の 4 から第55条の 8 まで、第55条の10から第55条の11まで、

第121条の 4 、第140条の 2 、第208条から第211条まで、第212条及び第214

条から第216条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入

居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第53条及び第

55条の 2 の 2 第 2 項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定

介護予防特定施設の従業者」と、第55条の 4 第 1 項中「第55条」とあるの

は「第232条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サー

ビス利用型介護予防特定施設従業者」と、第55条の 6 中「指定介護予防訪

問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防

サービス事業所」と、第210条第 2 項中「指定介護予防特定施設入居者生活

介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第214条中「指定介護予防特定

施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとす

る。

　（管理者）

第 240条　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（掲示及び目録の備付け）

第 247条　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第

243条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要

事項」という。）を掲示しなければならない。

第 235条　第51条の 5 、第51条の 6 、第52条の 2 から第54条まで、第55条の 2

の 2 、第55条の 4 から第55条の11まで（第55条の 9 第 2 項を除く。）、第121

条の 4 、第140条の 2 、第208条から第212条まで及び第214条から第216条

までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護

の事業について準用する。この場合において、第53条及び第55条の 2 の 2

第 2 項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定

施設の従業者」と、第55条の 4 第 1 項中「第55条」とあるのは「第232条」

と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介

護予防特定施設従業者」と、第55条の 6 中「指定介護予防訪問入浴介護事

業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業

所」と、第210条第 2 項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあ

るのは「基本サービスを」と、第214条中「指定介護予防特定施設入居者生

活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

　（管理者）

第 240条　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。

　（掲示及び目録の備付け）

第 247条　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第

243条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

条 74



条 75

2  　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、前項の規定による掲示に代えることができる。

3  　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサ

イトに掲載しなければならない。

4 　略

　（介護予防福祉用具貸与計画の作成）

第 252条　福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえ、指定介護予防福祉用

具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サー

ビスの提供を行う期間、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以

下この条において「モニタリング」という。）を行う時期等を記載した介護

予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指

定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第266条第 1 項に規定す

る特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければなら

ない。

2 ～ 4 　略

5  　福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提

供の開始時から、必要に応じ、モニタリングを行うものとする。ただし、

対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護

予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から 6 月以内に少な

くとも 1 回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うも

のとする。

6 ～ 8 　略

　（管理者）

第 257条　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用

2  　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書

面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 　略

　（介護予防福祉用具貸与計画の作成）

第 252条　福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえ、指定介護予防福祉用

具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サー

ビスの提供を行う期間等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しな

ければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利

用があるときは、第266条第 1 項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

と一体のものとして作成しなければならない。

2 ～ 4 　略

5  　福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提

供の開始時から、必要に応じ、当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況

の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとす

る。

6 ～ 8 　略

　（管理者）

第 257条　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用



　 具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

　（特定介護予防福祉用具販売計画の作成）

第266条　略

2 ～ 4 　略

5  　福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具

販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該

特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うも

のとする。

　 具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。

　（特定介護予防福祉用具販売計画の作成）

第266条　略

2 ～ 4 　略

第 4 条　長崎県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関す

る条例の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（管理者）

第 66条　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーショ

ンごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、

当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 及び 3 　略

　（従業者）

第80条　略

　（管理者）

第 66条　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーショ

ンごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、

当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 及び 3 　略

　（従業者）

第80条　略

条 76



条 77

2 　略

3  　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第115条の11の規定に

より準用される法第72条第 1 項の規定により法第53条第 1 項本文の指定が

あったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合につ

いては、長崎県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準

に関する条例（平成24年長崎県条例第66号）第 4 条又は長崎県介護医療院

の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成30年長崎県条

例第18号）第 4 条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前

項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4  　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテー

ション事業者（居宅条例第81条第 1 項に規定する指定訪問リハビリテー

ション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション（居宅条

例第80条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、居

宅条例第81条第 1 項から第 3 項に規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前 3 項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。

2 　略

3  　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテー

ション事業者（居宅条例第81条第 1 項に規定する指定訪問リハビリテー

ション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション（居宅条

例第80条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、居

宅条例第81条第 1 項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前 2 項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

　（長崎県養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第 5 条　長崎県養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第60号。附則において「養護老人ホーム基準条例」という。）の一部

を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（協力医療機関等）

第 26条　養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじ

　（協力医療機関等）

第 26条　養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらか



　 め、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第 3 号の要件を満たす

協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。

　�　入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を常時確保していること。

　�　当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において、診療を

行う体制を常時確保していること。

　 　入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師

又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要する

と認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している

こと。

2  　養護老人ホームは、 1 年に 1 回以上、協力医療機関との間で、入所者の

病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

を知事に届け出なければならない。

3  　養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号）第 6 条第17項に規定する第二種協定指定医療

機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第 7 項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第 8 項に

規定する指定感染症又は同条第 9 項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4  　養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合

においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。

5  　養護老人ホームは、入所者が協力医療機関等に入院した後に、当該入所

者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該養護老

　 じめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

条 78



条 79

　 人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。

6 　略 2 　略

　（長崎県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第 6 条　長崎県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第65号。附則において「指定介護老人福祉施設基準条

例」という。）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（緊急時等の対応）

第 26条　指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を

行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のた

め、あらかじめ、第 5 条第 1 項第 1 号に掲げる医師及び協力医療機関の協

力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等

における対応方法を定めておかなければならない。

2  　指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、

1 年に 1 回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じ

て緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

　（管理者による管理）

第 27条　指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設

の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老

人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は当該指定

介護老人福祉施設のサテライト型居住施設（指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）第

131条第 4 項に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務に従事する

ことができる。

　（協力医療機関等）

　（緊急時等の対応）

第 26条　指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を

行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のた

め、あらかじめ、第 5 条第 1 項第 1 号に掲げる医師との連携方法その他の

緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

　（管理者による管理）

第 27条　指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設

の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老

人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施

設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設（指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労

働省令第34号）第131条第 4 項に規定するサテライト型居住施設をいう。）

の職務に従事することができる。

　（協力医療機関等）



第 35条　指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第 3 号の要件を

満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければなら

ない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当

該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。

　�　入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を常時確保していること。

　 　当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において、

診療を行う体制を常時確保していること。

　 　入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設

の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を

要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保し

ていること。

2  　指定介護老人福祉施設は、 1 年に 1 回以上、協力医療機関との間で、入

所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の

名称等を知事に届け出なければならない。

3  　指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成10年法律第114号）第 6 条第17項に規定する第二種協定

指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第 8 項に規定する指定感染症又は同条第 9 項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければな

らない。

4  　指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の

発生時等の対応について協議を行わなければならない。

第 35条　指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、

あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

条 80
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5  　指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関等に入院した後に、当

該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該

指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなけ

ればならない。

6 　略

　（掲示）

第 36条　指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場

所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その

他のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において

単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。

2  　指定介護老人福祉施設は、重要事項を記載した書面を当該指定介護老人

福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるこ

とにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3  　指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。

　（ 入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置）

第 42条の 3 　指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における

業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取

組の促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並

びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならない。

　（勤務体制の確保等）

第54条　略

2 ～ 4 　略

2 　略

　（掲示）

第 36条　指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場

所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その

他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。

2  　指定介護老人福祉施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指

定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

　（勤務体制の確保等）

第54条　略

2 ～ 4 　略



5  　ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等

に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 　略 5 　略

　（長崎県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部改正）

第 7 条　長崎県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第66号。附則において「介護老人保健施設基準条

例」という。）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（管理者による管理）

第 26条　介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に

従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の

管理上支障のない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとし、管理者が本体施設（介護老人保健施設に限る。以下この条

において同じ。）に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のな

い場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「指定地域密着型サービ

ス基準」という。）第110条第 4 項に規定するサテライト型特定施設をい

う。）又はサテライト型居住施設（指定地域密着型サービス基準第131条第

4 項に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務に従事することがで

きるものとする。

　（協力医療機関等）

第 34条　介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらか

じめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第 3 号の要件を満た

す協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならな

　（管理者による管理）

第 26条　介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に

従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の

管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとし、管理者が本体施設（介護老人保健施設に

限る。以下この条において同じ。）に従事する場合であって、当該本体施設

の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテ

ライト型特定施設（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「指定

地域密着型サービス基準」という。）第110条第 4 項に規定するサテライト

型特定施設をいう。）又はサテライト型居住施設（指定地域密着型サービス

基準第131条第 4 項に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務に従

事することができるものとする。

　（協力医療機関等）

第 34条　介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらか

じめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

条 82
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　 い。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該

各号の要件を満たすこととしても差し支えない。

　 　入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を常時確保していること。

　 　当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において、診療

を行う体制を常時確保していること。

　 　入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医

師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要す

ると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保してい

ること。

2  　介護老人保健施設は、 1 年に 1 回以上、協力医療機関との間で、入所者

の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称

等を知事に届け出なければならない。

3  　介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第 6 条第17項に規定する第二種協定指定

医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、

新興感染症（同条第 7 項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第

8 項に規定する指定感染症又は同条第 9 項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。

4  　介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場

合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応について協議を行わなければならない。

5  　介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関等に入院した後に、当該入

所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護

老人保健施設に速やかに入所させることができるように努めなければなら

　 



　 ない。

6 　略

　（掲示）

第 35条　介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運

営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重

要事項」という。）を掲示しなければならない。

2  　介護老人保健施設は、重要事項を記載した書面を当該介護老人保健施設

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、前項の規定による掲示に代えることができる。

3  　介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。

　（ 入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置）

第 40条の 3 　介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効

率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進

を図るため、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に

開催しなければならない。

　（勤務体制の確保等）

第52条　略

2 ～ 4 　略

5  　ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならない。

6 　略

2 　略

　（掲示）

第 35条　介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運

営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2  　介護老人保健施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護老

人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

　（勤務体制の確保等）

第52条　略

2 ～ 4 　略

5 　略
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　（長崎県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第 8 条　長崎県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第61号。附則において「特別養護老人ホーム基準条例」とい

う。）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

目次

　第 1 章　略

　第 2 章　 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準（第 3 条―第33

条の 3 ）

　第 3 章～第 6 章　略

　附則

　（緊急時等の対応）

第 24条　特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状

の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第12条第 1 項

第 2 号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協

力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておか

なければならない。

2  　特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、 1

年に 1 回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて

緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

　（施設長の責務）

第25条　略

2  　特別養護老人ホームの施設長は、職員に第 8 条から第10条まで、第13条

から前条まで及び次条から第33条の 3 までの規定を遵守させるために必要

な指揮命令を行うものとする。

目次

　第 1 章　略

　第 2 章　 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準（第 3 条―第33

条の 2 ）

　第 3 章～第 6 章　略

　附則

　（緊急時等の対応）

第 24条　特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状

の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第12条第 1 項

第 2 号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定

めておかなければならない。

　（施設長の責務）

第25条　略

2  　特別養護老人ホームの施設長は、職員に第 8 条から第10条まで、第13条

から前条まで及び次条から第33条の 2 までの規定を遵守させるために必要

な指揮命令を行うものとする。



　（協力医療機関等）

第 29条　特別養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第 3 号の要件を満

たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならな

い。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該

各号の要件を満たすこととしても差し支えない。

　 　入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を常時確保していること。

　 　当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において、診

療を行う体制を常時確保していること。

　 　入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの

医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要

すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保して

いること。

2  　特別養護老人ホームは、 1 年に 1 回以上、協力医療機関との間で、入所

者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名

称等を知事に届け出なければならない。

3  　特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

　 関する法律（平成10年法律第114号）第 6 条第17項に規定する第二種協定

指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との

間で、新興感染症（同条第 7 項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第 8 項に規定する指定感染症又は同条第 9 項に規定する新感染症をい

う。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなけれ

ばならない。

4  　特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である

場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

　（協力医療機関等）

第 29条　特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あ

らかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
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　 生時等の対応について協議を行わなければならない。

5  　特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関等に入院した後に、当該

入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該特

別養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければ

ならない。

6 　略

　（ 入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置）

第 33条の 3 　特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務

の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の

促進を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介

護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定

期的に開催しなければならない。

　（勤務体制の確保等）

第42条　略

2 ～ 4 　略

5  　ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に

係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 　略

　（準用）

第 44条　第 4 条から第 7 条まで、第 9 条、第10条、第13条から第15条まで、

第19条、第21条から第25条まで、第26条の 2 及び第28条から第33条の 3 ま

での規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合

において、第25条第 2 項中「第 8 条から第10条まで、第13条から前条まで

及び次条から第33条の 3 まで」とあるのは「第36条及び第38条から第43条

2 　略

　（勤務体制の確保等）

第42条　略

2 ～ 4 　略

5 　略

　（準用）

第 44条　第 4 条から第 7 条まで、第 9 条、第10条、第13条から第15条まで、

第19条、第21条から第25条まで、第26条の 2 及び第28条から第33条の 2 ま

での規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合

において、第25条第 2 項中「第 8 条から第10条まで、第13条から前条まで

及び次条から第33条の 2 まで」とあるのは「第36条及び第38条から第43条



　 まで並びに第44条において準用する第 9 条、第10条、第13条から第15条ま

で、第19条、第21条から第23条まで、第26条の 2 及び第28条から第33条の

3 まで」と読み替えるものとする。

　（準用）

第 50条　第 3 条から第10条まで、第13条から第16条まで、第18条から第31条

まで及び第33条から第33条の 3 までの規定は、地域密着型特別養護老人

ホームについて準用する。この場合において、第25条第 2 項中「第 8 条か

ら第10条まで、第13条から前条まで及び次条から第33条の 3 まで」とある

のは「第48条及び第49条並びに第50条において準用する第 8 条から第10条

まで、第13条から第16条まで、第18条から第23条まで、第26条から第31条

まで及び第33条から第33条の 3 まで」と読み替えるものとする。

　（準用）

第 54条　第 4 条から第 7 条まで、第 9 条、第10条、第13条から第15条まで、

第19条、第21条から第25条まで、第26条の 2 、第28条から第31条まで、第

33条から第33条の 3 まで、第35条、第36条、第38条、第40条から第43条ま

で及び第49条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについ

て準用する。この場合において、第25条第 2 項中「第 8 条から第10条ま

で、第13条から前条まで及び次条から第33条の 3 まで」とあるのは「第53

条並びに第54条において準用する第 9 条、第10条、第13条から第15条ま

で、第19条、第21条から第23条まで、第26条の 2 、第28条から第31条ま

で、第33条から第33条の 3 まで、第36条、第38条、第40条から第43条まで

及び第49条」と読み替えるものとする。

　 まで並びに第44条において準用する第 9 条、第10条、第13条から第15条ま

で、第19条、第21条から第23条まで、第26条の 2 及び第28条から第33条の

2 まで」と読み替えるものとする。

　（準用）

第 50条　第 3 条から第10条まで、第13条から第16条まで、第18条から第31条

まで、第33条及び第33条の 2 の規定は、地域密着型特別養護老人ホームに

ついて準用する。この場合において、第25条第 2 項中「第 8 条から第10条

まで、第13条から前条まで及び次条から第33条の 2 まで」とあるのは「第

48条及び第49条並びに第50条において準用する第 8 条から第10条まで、第

13条から第16条まで、第18条から第23条まで、第26条から第31条まで、第

33条及び第33条の 2 」と読み替えるものとする。

　（準用）

第 54条　第 4 条から第 7 条まで、第 9 条、第10条、第13条から第15条まで、

第19条、第21条から第25条まで、第26条の 2 、第28条から第31条まで、第

33条、第33条の 2 、第35条、第36条、第38条、第40条から第43条まで及び

第49条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用

する。この場合において、第25条第 2 項中「第 8 条から第10条まで、第13

条から前条まで及び次条から第33条の 2 まで」とあるのは「第53条並び

に第54条において準用する第 9 条、第10条、第13条から第15条まで、第19

条、第21条から第23条まで、第26条の 2 、第28条から第31条まで、第33

条、第33条の 2 、第36条、第38条、第40条から第43条まで及び第49条」と

読み替えるものとする。

　（長崎県軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第 9 条　長崎県軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第62号。附則において「軽費老人ホーム基準条例」という。）の一部

を次のように改正する。

条 88



条 89

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（協力医療機関等）

第28条　略

2  　軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっ

ては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければ

ならない。

　�　入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を常時確保していること。

　 　当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において、診療を

行う体制を常時確保していること。

3  　軽費老人ホームは、 1 年に 1 回以上、協力医療機関との間で、入所者の

病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

を知事に届け出なければならない。

4  　軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号）第 6 条第17項に規定する第二種協定指定医療

機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第 7 項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第 8 項に

規定する指定感染症又は同条第 9 項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5  　軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合

においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。

6  　軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関等に入院した後に、当該入所

者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老

　（協力医療機関等）

第28条　略



　 人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。

7 　略

　（掲示）

第 29条　軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規

程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選

択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」

という。）を掲示しなければならない。

2  　軽費老人ホームは、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前

項の規定による掲示に代えることができる。

3  　軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。

　（電磁的記録等）

第 34条の 3 　軽費老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類

するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条に

おいて同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（次項に規

定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記

録により行うことができる。

2 　略

2 　略

　（掲示）

第 29条　軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規

程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選

択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2  　軽費老人ホームは、前項に規定する事項を記載した書面を当該軽費老人

ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること

により、同項の規定による掲示に代えることができる。

　（電磁的記録等）

第 34条の 3 　軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これ

らに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（次

項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うことができる。

2 　略

　（長崎県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部改正）

第 10条　長崎県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成30年長崎県条例第18号。附則において「介護医療院基準条例」とい
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う。）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（管理者による管理）

第 26条　介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤

の者でなければならない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場

合は、他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設（指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労

働省令第34号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」とい

う。）第110条第 4 項に規定するサテライト型特定施設をいう。）若しくはサ

テライト型居住施設（指定地域密着型サービス基準第131条第 4 項に規定す

るサテライト型居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとす

る。

　（協力医療機関等）

第 34条　介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第 3 号の要件を満たす協力

医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。ただ

し、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要

件を満たすこととしても差し支えない。

　�　入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を常時確保していること。

　 　当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において、診療を行う

体制を常時確保していること。

　 　入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の医師又は

協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認

　（管理者による管理）

第 26条　介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤

の者でなければならない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場

合は、同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定

施設（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「指定地域密着型

サービス基準」という。）第110条第 4 項に規定するサテライト型特定施設

をいう。）若しくはサテライト型居住施設（指定地域密着型サービス基準第

131条第 4 項に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務に従事する

ことができるものとする。

　（協力医療機関等）

第 34条　介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関を定めておかなければならない。



　　 められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

2  　介護医療院は、 1 年に 1 回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状

が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を知

事に届け出なければならない。

3  　介護医療院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号）第 6 条第17項に規定する第二種協定指定医療機

関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感

染症（同条第 7 項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第 8 項に

規定する指定感染症又は同条第 9 項に規定する新感染症をいう。次項にお

いて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4  　介護医療院は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合にお

いては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。

5  　介護医療院は、入所者が協力医療機関等に入院した後に、当該入所者の

病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護医療院

に速やかに入所させることができるように努めなければならない。

6 　略

　（掲示）

第 35条　介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択

に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」と

いう。）を掲示しなければならない。

2  　介護医療院は、重要事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定

による掲示に代えることができる。

3  　介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

2 　略

　（掲示）

第 35条　介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2  　介護医療院は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護医療院に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、

同項の規定による掲示に代えることができる。
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　 ならない。

　（ 入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置）

第 40条の 3 　介護医療院は、当該介護医療院における業務の効率化、介護

サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るた

め、当該介護医療院における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければ

ならない。

　（勤務体制の確保等）

第52条　略

2 ～ 4 　略

5  　ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修

を受講するよう努めなければならない。

6 　略

　（勤務体制の確保等）

第52条　略

2 ～ 4 　略　

5 　略

　（長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第 11条　長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例（令和 3 年長崎県条例第13号）の一部を次のよう

に改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　　附則

1 　略

　（虐待の防止に係る経過措置）

2  　施行日から令和 9 年 3 月31日までの間、第 1 条の規定による改正後の長

崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

　　　附則

1 　略

　（虐待の防止に係る経過措置）

2  　施行日から令和 6 年 3 月31日までの間、第 1 条の規定による改正後の居

宅サービス等基準条例（以下「新居宅サービス等基準条例」という。）第 4



　 （以下「新居宅サービス等基準条例」という。）第 4 条第 3 項（新居宅サー

ビス等基準条例第91条第 1 項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適

用される場合に限る。）及び第40条の 2 （新居宅サービス等基準条例第98条

において準用する場合に限る。）並びに第 3 条の規定による改正後の長崎県

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条

例（以下「新介護予防サービス等基準条例」という。）第 4 条第 3 項（新介

護予防サービス等基準条例第89条第 1 項に規定する指定介護予防居宅療養

管理指導事業者に適用される場合に限る。）及び第55条の10の 2 （新介護予

防サービス等基準条例第94条において準用する場合に限る。）の適用につい

ては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めな

ければ」とし、新居宅サービス等基準条例第96条及び新介護予防サービス

等基準条例第92条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」と

あるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めて

おくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項

（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。

　 条第 3 項及び第40条の 2（新居宅サービス等基準条例第42条の 3 、第47条、

第59条、第63条、第79条、第89条、第98条、第113条、第115条、第135条、

第146条、第168条（新居宅サービス等基準条例第181条において準用する場

合を含む。）、第181条の 3 、第188条、第204条（新居宅サービス等基準条

例第216条において準用する場合を含む。）、第237条、第248条、第263条、

第265条及び第276条において準用する場合を含む。）、第 2 条の規定による

改正後の介護予防サービス等基準条例（以下「新介護予防サービス等基準

条例」という。）第 4 条第 3 項及び第55条の10の 2 （新介護予防サービス等

基準条例第63条、第75条、第85条、第94条、第124条、第143条（新介護予

防サービス等基準条例第160条において準用する場合を含む。）、第165条の

3 、第172条、第182条（新介護予防サービス等基準条例第197条において準

用する場合を含む。）、第218条、第235条、第249条、第254条及び第263条に

おいて準用する場合を含む。）、第 3 条の規定による改正後の養護老人ホー

ム基準条例（以下「新養護老人ホーム基準条例」という。）第 3 条第 4 項

及び第30条、第 4 条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準条例

（以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。）第 4 条第 4 項、第42

条の 2 （新指定介護老人福祉施設基準条例第56条において準用する場合を

含む。）及び第46条第 3 項、第 5 条の規定による改正後の介護老人保健施設

基準条例（以下「新介護老人保健施設基準条例」という。）第 3 条第 4 項、

第40条の 2 （新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を

含む。）及び第44条第 3 項、第 6 条の規定による改正後の指定介護療養型医

療施設基準条例（以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。）第

3 条第 4 項、第39条の 2 （新指定介護療養型医療施設基準条例第55条にお

いて準用する場合を含む。）及び第43条第 3 項、第 7 条の規定による改正後

の特別養護老人ホーム基準条例（以下「新特別養護老人ホーム基準条例」

という。）第 3 条第 5 項（新特別養護老人ホーム基準条例第50条において準
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　（業務継続計画の策定等に係る経過措置）

3  　施行日から令和 9 年 3 月31日までの間、新居宅サービス等基準条例第32

条の 2 （新居宅サービス等基準条例第98条において準用する場合に限る。）

及び新介護予防サービス等基準条例第55条の 2 の 2 （新介護予防サービス

等基準条例第94条において準用する場合に限る。）の規定の適用について

は、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなけれ

ば」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、

「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

　 用する場合を含む。）、第33条の 2（新特別養護老人ホーム基準条例第44条、

第50条及び第54条において準用する場合を含む。）及び第35条第 3 項（新特

別養護老人ホーム基準条例第54条において準用する場合を含む。）、第 8 条

の規定による改正後の軽費老人ホーム基準条例（以下「新軽費老人ホーム

基準条例」という。）第 3 条第 4 項、第34条の 2 （附則第18項において準用

する場合を含む。）及び附則第 6 項並びに第 9 条の規定による改正後の介護

医療院基準条例（以下「新介護医療院基準条例」という。）第 3 条第 4 項、

第40条の 2 （新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。）

及び第44条第 3 項の規定の適用については、これらの規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

　（業務継続計画の策定等に係る経過措置）

3  　施行日から令和 6 年 3 月31日までの間、新居宅サービス等基準条例第32

条の 2（新居宅サービス等基準条例第42条の 3 、第47条、第59条、第63条、

第79条、 第89条、 第98条、 第113条、 第115条、 第135条、 第146条、 第168

条（新居宅サービス等基準条例第181条において準用する場合を含む。）、第

181条の 3 、第188条、第204条（新居宅サービス等基準条例第216条におい

て準用する場合を含む。）、第237条、第248条、第263条、第265条及び第276

条において準用する場合を含む。）、新介護予防サービス等基準条例第55条

の 2 の 2 （新介護予防サービス等基準条例第63条、第75条、第85条、第94

条、第124条、第143条（新介護予防サービス等基準条例第160条において準

用する場合を含む。）、第165条の 3 、第172条、第182条（新介護予防サー

ビス等基準条例第197条において準用する場合を含む。）、第218条、第235

条、第249条、第254条及び第263条において準用する場合を含む。）、新養護

老人ホーム基準条例第24条の 2 、新指定介護老人福祉施設基準条例第31条

の 2 （新指定介護老人福祉施設基準条例第56条において準用する場合を含

む。）、新介護老人保健施設基準条例第30条の 2 （新介護老人保健施設基準



　 

4 ～ 7 　略

　 条例第54条において準用する場合を含む。）、新指定介護療養型医療施設基

準条例第29条の 2 （新指定介護療養型医療施設基準条例第55条において準

用する場合を含む。）、新特別養護老人ホーム基準条例第26条の 2 （新特別

養護老人ホーム基準条例第44条、第50条及び第54条において準用する場合

を含む。）、新軽費老人ホーム基準条例第25条の 2 （附則第18項において準

用する場合を含む。）及び新介護医療院基準条例第30条の 2 （新介護医療院

基準条例第54条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなけれ

ば」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、

「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

4 ～ 7 　略

　　　附　則

　（施行期日）

1  　この条例は、令和 6 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第 2 条及び第 4 条の規定は、同年 6 月 1 日から施行する。

　（重要事項の掲示に係る経過措置）

2  　施行日から令和 7 年 3 月31日までの間は、第 1 条の規定による改正後の居宅サービス等基準条例（以下「新居宅サービス等基準条例」という。）第34条第

3 項（新居宅サービス等基準条例第42条の 3 、第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、第98条、第113条、第115条、第135条、第146条、第168条（新居

宅サービス等基準条例第181条において準用する場合を含む。）、第181条の 3 、第188条、第204条（新居宅サービス等基準条例第216条において準用する場合

を含む。）、第237条及び第248条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブ

サイトに記載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準条例第261条第 3 項（新居宅サービス等基準条例第265条及び第276条にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

い。」とあるのは「削除」と、第 3 条の規定による改正後の介護予防サービス等基準条例（以下「新介護予防サービス等基準条例」という。）第55条の 4 第 3

項（新介護予防サービス等基準条例第63条、第75条、第85条、第94条、第124条、第143条（新介護予防サービス等基準条例第160条において準用する場合を

含む。）、第165条の 3 、第172条、第182条（新介護予防サービス等基準条例第197条において準用する場合を含む。）、第218条及び第235条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と
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あるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準条例第247条第 3 項（新介護予防サービス等基準条例第254条及び第263条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削

除」と、第 6 条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準条例（以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。）第36条第 3 項（新指定介護老人

福祉施設基準条例第56条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第 7 条の規定による改正後の介護老人保健施設基準条例（以下「新介護老人保健施設基準条例」と

いう。）第35条第 3 項（新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則と

して、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第 9 条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準条例（以下「新軽費

老人ホーム基準条例」という。）第29条第 3 項（新軽費老人ホーム基準条例附則第18項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「軽

費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第10条の規定による改正後の介護医療院基準

条例（以下「新介護医療院基準条例」という。）第35条第 3 項（新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項

中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

　（身体的拘束等の適正化に係る経過措置）

3  　施行日から令和 7 年 3 月31日までの間は、新居宅サービス等基準条例第155条第 6 項（新居宅サービス等基準条例第181条の 3 及び第188条において準用す

る場合を含む。）、第174条第 8 項、第194条第 6 項及び第209条第 8 項並びに新介護予防サービス等基準条例第137条第 3 項（新介護予防サービス等基準条例

第160条、第165条の 3 及び第172条において準用する場合を含む。）及び第178条第 3 項（新介護予防サービス等基準条例第197条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

　（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

4  　施行日から令和 9 年 3 月31日までの間は、新居宅サービス等基準条例第166条の 2 （新居宅サービス等基準条例第181条、第181条の 3 、第188条、第204条

（新居宅サービス等基準条例第216条において準用する場合を含む。）及び第237条において準用する場合を含む。）、新介護予防サービス等基準条例第141条の

2 （新介護予防サービス等基準条例第160条、第165条の 3 、第172条、第182条（新介護予防サービス等基準条例第197条において準用する場合を含む。）及び

第218条において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準条例第42条の 3 （新指定介護老人福祉施設基準条例第56条において準用する場合を含

む。）、新介護老人保健施設基準条例第40条の 3 （新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。）、第 8 条の規定による改正後の特別養護

老人ホーム基準条例（以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。）第33条の 3 （新特別養護老人ホーム基準条例第44条、第50条、第54条において準用

する場合を含む。）並びに新介護医療院基準条例第40条の 3 （新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これら

の規定中「しなければ」とあるのは「するよう努めなければ」とする。

　（口腔
くう

衛生の管理に係る経過措置）



5  　施行日から令和 9 年 3 月31日までの間は、新居宅サービス等基準条例第228条の 2 及び新介護予防サービス等基準条例第211条の 2 の規定の適用について

は、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

　（協力医療機関との連携に関する経過措置）

6  　施行日から令和 9 年 3 月31日までの間は、第 5 条の規定による改正後の養護老人ホーム基準条例第26条第 1 項、新指定介護老人福祉施設基準条例第35条第

1 項（新指定介護老人福祉施設基準条例第56条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準条例第34条第 1 項（新介護老人保健施設基準条例第

54条において準用する場合を含む。）、新特別養護老人ホーム基準条例第29条第 1 項（新特別養護老人ホーム基準条例第44条、第50条及び第54条において準用

する場合を含む。）及び新介護医療院基準条例第34条第 1 項（新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これら

の規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

　（提案理由）

　 　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和 6 年厚生労働省令第16号）の公布に伴い、所要の改正をしよ

うとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。

条 98


